
ご入院中・ご面会のみなさまへ 

 

面会の制限について 
（10月 15日より面会制限が変更となります） 
 

新型コロナウイルス等の院内感染

を防止するために以下の点をお守

りください。 
 

１：面会は 15分以内 
※病院からの依頼（主治医等からの説明など）により面会される場合の方は除きます。 

２：マスクの着用 

３：ご家族様に限る 

４：１度につき最大 2名様 
   

        ※面会時間は 13:00～20:00です。 

         

入院患者さんへの感染予防のため、ご理解・

ご協力をお願いいたします。 
 

聖隷佐倉市民病院 病院長  令和 2年 10月 15日 


